
令和2 ・ 3年度の保険料軽減対策は、平成30 ・ 31年度に引き続き、さらに2

年間の実施をすることになった。この軽減対策に必要な経費は、都内全区市町村の

負担金(一般財源)によって支弁するため、東京都後期高齢者医療広域連合規約の

変更が必要となった。

第25号案東京都後期高齢者医療広域連合規約の変更について

変更内容

規約の附則第5項中「平成30年度分及び平成31年度分」を「令和2年度

分及び令和3年度分」に、「平成30年4月1日現在」を「令和2年4月1日

現在」に改める。

厚生委員会資料

令和2年2月25日

健康推進部国保医療年金課

◎関係区市町村の一財、から保険

項目

審査支払手数料相当額

財政安定化基金拠出金相当額

保険料未収金補頃分相当額

保険料所得割額減額分相当額

葬祭費相当額

2

保険料構成図

の軽減のために負担を求める経費

負担割合

100%

100%

1 00 ツ0

1 00ツ0

1 00ツ0

医療給付費等

財政安定化基金交付金

保険料所得割額、額分

査支払手数料

財政安定化基金拠出金

保料未収金補分

葬祭費

3

施行期日

令和2年4月1日

※軽減措置後の保険料経費

※追加抑制策

※都独自軽減策(ー

※別対策(一財源)

財源)

本
来
の
保
険
料
経



財源の概要

東京都独自軽、策

①保所'割額減額分

低所得者対策の「所得割額」減額

減額)の財源は、各区市町村のー

特別対策(4項目)

①査支払手数

診療報の審査支払手数料。

②財政安定化金拠出金

各区市町村の療養給付費に係る財源不足等に対し、貸付等を行うための基金

国、東京都、広域連合(各団体)それぞれが、拠出金総額の1/3を負担する。

(東京都広域連合の独自分:50%・25%

財源を投入するものとされている。

(参考)

東京都と広域連合の協議の結果、次期における医療給付費の増に対応する

ための基金留保額絲り212億円)を平成30年度末の基金残高で既に留保でき

ていることおよび平成28年度以降、基金の取り崩しがないこと等を勘案して、

令和2・3年度は財政安定化基金の拠出はしないこととなった。(拠出率0%)

③保険未収金補坦分

保険料収納率が100%を下回る場合は、その不足分を各区市町村が補填する。

④葬祭費

被保険者が亡くなり、葬祭を行う者に支給する。広域連合からの支給額(5

万円)の葬祭費の財源は、特別対策により各区市町村の一般財源を投入してい

る。

(※区では、さらに一般財源より2万円を上乗せし、 7万円を支給)



第1条~第19条

附則

1~4

5

(略)

東京都後期高齢者医

改正案

(略)

令和2年度分及び令和3年度分の第18条第1項第1号に規定tる関

係区市町村の負担金の額については、別表第2中

「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定に

より区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。)

負担割合項目

高齢者医療確保法第99条第1項及 100パーセント

び第2項の規定による繰入金並びに

保険料その他高齢者医療確保法第4

章の規定による徴収金(区、市、町及

び村が徴収するものに限る。)

備考

1 高齢者人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本

台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1

項の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に基づく満75歳以上の

人口による。

2 人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳に

基づく人口による。

広域連合規約の一部を変更する規約(案)新旧対照表

第1条~第19条

とあるのは、

「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定1

より区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。)

負担割合項目

高齢者医療確保法第99条第1項及 100パーセント

附則

1~4

5

(略)

(略)

平成30年度分及び平成31年度分の第18条第1項第1号に規定t

る関係区市町村の負担金の額については、別表第2中

「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定に

より区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。)

負担割合項目

高齢者医療確保法第99条第1項及 100パーセント

び第2項の規定による繰入金並びに

保険料その他高齢者医療確保法第4

章の規定による徴収金(区、市、町及

び村が徴収するものに限る。)

備考

1 高齢者人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本

台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1

項の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に基づく満75歳以上の

人口による。

2 人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本台帳に

基づく人口による。

現
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イ丁

とあるのは、

「3 保険料その他の納付金(高齢者医療確保法第105条の規定1

より区、市、町及び村が納付するものとされたものをいう。)

負担割合項目

高齢者医療確保法第99条第1項及 100パーセント



び第2項の規定による繰入金並びに

保険料その他高齢者医療確保法第4

章の規定による徴収金(区、市、町及

び村が徴収するものに限る。)

4 関係区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求め

る経費

項目

審査支払手数料相当額

財政安定化基金拠出金相当額

保険料未収金補坂分相当額

保険料所得割額減額分相当額

葬祭費相当額

備考

1 高齢者人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本

台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1

項の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に基づく満75歳以上の

人口による。

2 人口割については、前年度の 1月1日現在の住民基本台帳に

基づく人口による。

3 財政安定化基金拠出金相当額については、前期高齢者交付金

及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成

19年政令第325号)第19条第1項に規定する都道府県の

条例で定める割合を、令和2年4月1日現在の東京都の条例で

負担割合

1 00ノぐーセン

100パーセン

1 00ノぐーセン

1 00ノぐーセン

1 00ノぐーセン

び第2項の規定による繰入金並びに

保険料その他高齢者医療確保法第4

章の規定による徴収金(区、市、町及

び村が徴収tるものに限る。)

4 関係区市町村の一般会計から保険料の軽減のために負担を求め

る経費

とする。

定める割合で算定された額とする。

附則

(施行期日)

1

項目 負担割合

審査支払手数料相当額 100パーセント

財政安定化基金拠出金相当額 100パーセント

保険料未収金補填分相当額 100パーセント

保険料所得割額減額分相当額 100パーセント

葬祭費相当額 100パーセント

備考

1 高齢者人口割については、前年度の1月1日現在の住民基本

台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第1

項の住民基本台帳をいう。以下同じ。)に基づく満75歳以上の

人口による。

2 人口割については、前年度の 1月1日現在の住民基本台帳に

基づく人口による。

3 財政安定化基金拠出金相当額については、前期高齢者交付金

及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成

19年政令第325号)第19条第1項に規定する都道府県の

条例で定める割合を、ソ成30年4月1日現在の東京都の条例

で定める割合で算定された額とする。

この規約は、令和2年4月1日から施行する

とする。

ト
ト

ト
ト
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(経過措冒)

2 この規約による変更後の東京都後期高者医療広域連合規約(以下「変

更後の規約という。)附則 5項の規定は、令和2年度分以降の変更後

の規約 18条 1項 1号に規定する関係区市町村の負担金(以下単

に「関係区市町村の負担金という)について適用し、令和元年度分以

前の関係区市町村の負担金についてはなお従前の例による

別表第1・別表第2 (略) 別表第1・別表第2 (略)



定案

4 目の,寺男"対策
・葬祭事
・審支払手数*斗
・貝オ政安定イヒ金捜1出金
・保険*斗未収金補

所^割

令和2・3年度の保険料率について(最終案)

^自^^

均等割額

所得割率

一人当たり

平均保険料額

計211億円
約82イ意円
約66円

約63円

H30 ・ R1年度

43,300円

8.80%

97,127円

(平成30年1月終案)

約4億円

終案定時の設定条件

(1)被保険者数は、令和2年度をΠ59.6万人(伸び率1.59%) j a59.7万人)、令和3年度

をΠ60.8万人(伸び率0.75%)」(160.9万人)と推計した。

(2)一人当たり医療給付費の伸ぴ率は、診療報酬改定を含め「0.40貼」(0.33%)と推計した。

(3)後期高齢者負担率は、厚労省通知にづき「11.41%」(11.39%)とした。

(4)所得係数は、労'が行った全国調査にづく暫定値を含め、 n.61」と推計した。

このため、均等割額と所得割額の賦課割合は、「38.31;61.69」となる。

(5)平成30年度税制改正(給与所控徐・公的年金等控除の礎控除への振替)に伴う

令和3年度からの旧ただしき所の変による影額については、令和3年度の

所得総額を「40億円減」と見込んだ。

(6)被保険者の所得の伸び率は、令和元年6月の確定賦課時点の保険料算定所得(確定値)を踏

まえ「-1.16%」とした a年間では一0.58%)。

(フ)国の保険料軽減特例措については、現在公駿されている見直し内容によった。

(8)平成30・令和元年度の財政収支に係る余金は、高齢者の保健業と介予防の一体的実施

に係る広域連合負担分の財源(2か年で4円)を含め門86円」(150億円)と見込んだ。

(9)区市町村の保険料予定収納率を「98.釦%」とした。

(10)保険料の賦課限度額は、労省通知にづき「64万円」(62万円)とした。

賦課額 3,703億円

R2 ・3年度

44,200円

8.81%

区市町村負担金合計

215億円(2年)

101,254円

増減

900円

0.01ホ'イント

4,127円

増減率

2.1%

0.1%

最案

4項目の特男1」対策
・葬祭業
・審査支払手数半斗
・財政安定イヒ基金拠出金
・保険*斗未収金補

4.3%

得

)は「算定案」時の設定

独自軽減

均等割額

所得割率

一人当たり

平均保険料額

令和2年1月

厚生委員会資料
令和2年2月25日

健康推進部国保医療年金課

213億円
糸勺82{意円
約681意円

0億円
約63f 円

H30 ・ R1年度

43,300円

8.80%

97,127円

(平成30年1月最繋案)

【保険料額比較(公的年金収入のみの単身者で試算)】

軽減割合
公的年金

胱年度 陀卑座
取入額

均等割額所得割額 均等割額

購軽減 m軽減印万円

8.殉軽減榔万円 印舳軽減.1.乃割軽減

5割軽リ3万円 25舶軽減.瑚軽

捌軽減 軽減なし瑚軽減196万円

埼軽減119万円 軽減なし獅軽

軽減なし140万円 軽減なし軽減なし

150万円 軽誠なし 軽減なし なし

軽減なし4助万円 軽減なし なし

軽減なし塑万円 軽減なし軽減なし

※飲卑度及びR1年度の所得割額の軽減割合1訳元年度と同楼

東京後期高齢者医療広域連合

保険料の霞課限度額

約4億円

増減

3.400円

0.61ホ'イント

賦課総額 3.9Ⅱ億円

増減率

フ.9%

6.9%

賦課総額 3,695億円

区市町村担金合

217円(2年)

R2 ・ 3年度

U,100円

8.72%

9,950円

101,053円

10,2%

増減

800円

→).08ホ'イント

M年座

均等割額

瀏軽減

殉軽減

瑚軽減

殉軽

獅軽減

軽減なし

軽減なし

軽なし

軽減なし

R元年座

3,926円

吉考:政令どおりの場合

8,6m

増減率

1.脇

-0.9%

陀年座

13 剛

保険料額箱)

13,2M

16,綱

35.1叫

59'勘

児'脱

119,期

211,5帥

御,4m

印'勘

L_

14.脚

59.柳

均等割額

所得割率

一人当たり

平均保険料額

増加顧.甜加串

4.0%

蛇.7帥

'.剛国^四国
.'揃国^■国
鉚田^■■
揃国^■■
揃皿^■■
柳■^■■
Ⅷ国^■■
■^国皿
■^皿田

119,枷

21t.2卯

H30 ・ R1年度

43.300円

8.80%

97,127円

(平成30年明終剰

M年度

281,7m

620,剛

単位.円

増加額増加串

R2 ・ 3年度

46,700円

9.41%

-1,1卯

20.朔

107,0刀円



保

条件

保険料串

前期比減

区市町村担額
(2年分)

平成26・27年度

と臣^に
一般財源を投入口年問実施〕

一人当たり平均
保険料額

コ

42,200円

2,100円

令和2・3年度保険料率(最終案)と過去の保料率等比較

約204億円
r特別射策合計201位円+所将割軽誠3.4憶】

対前期比

80万円

168万円

173万円

211万円

192.5万円

211万円

8.98%

0.79ネイント

97,098円
平成26年1月最終案)

成28・29年度

と

一般財源を投人(2年間実施)

保険料算入経
の構成図

(金額は2年分)

42,400円

200円

4.2%

4,200円

6,300円

25,500円

59,800円

59,900円

68,200円

総額 3.155

デ

f而扉天、0
戸盲三聶つ

約202億円
1特別対策合計19円+所得割軽減3.4位】

9.07%

0.仭ホイン1

に

販

95,492円
(平成2H年1月最終案)

ー】.フ%

平成30・令和元年度

医療給付費

=賦課総額一調嘉交胎如雌"気

平成28年ス

4.200円

6,300円

25,700円

60,200円

60,300円

68,700円

課総

一健診

と

一般財顕を投入

健珍事集
2円

餌交.
交付整分
856円

鱈限度額

限度額到達所

コ

43,300円

900円

葬祭賓
M億円

円

平 29年度

4,200円

10,400円

31,100円

76,000円

71,000円

84,400円

3,274徳円

約211億円
【特別対策合計207円+所将割軽減3.6憶】

療給付費
分)

2.27円

口年間実詫)

月Tイ'

8.80X

-0.2フホ'イノト

纂ヨ

57万円

5,878,000円

化出 呂1

策3項目と所得割額軽減策に一般財源

を投入することとした。
・保険料抑制のため、財政安定化基金
145億円を充当することとした

財政安定化

甚金臭出
0円

に

財政安定化
芯金拠出

0円

6」億

97,127円
(平成30年1月最終案)

1.フ%

※2

※3

平成30年

4,300円

分

は、人の 偶の入80万の口入は の ●1-、

0

調整交付金交付調整分とは、普通調整交付金の減額調整分を補旗するため保険料算入経費となる分。

賦課限度額に到達する賦課のもととなる所得金額。

64億

と

一般財源を投入

交

919

44,200円

900円

定案

葬祭費
7H億円

13,000円

34, RO0円

85,600円

78,000円

94,200円

課総額 3,5U億円

令和2年1月東京都後期高齢者医療広

令和2・3年度

医療給付費
【斜割分)

2,323円

約215億円
ι特別射策合針211位円十所得

"和兀年度

9,600円

口年間実施)

所

8.81弧

0.010ホイン1

未竈

財政安定化
基金易出

0円

宋取金補填分
6ι位

に

男1

策3項目と所得割額軽減策に一般財源
を投入することとした。
・剰余金84億円のほか、保険料抑制

のため、財政安定化基金145億円
を充当することとした。

磁万円

6,834,000円

化 出を、く

特別対策3項目と所得割額軽減
策に一般財源を投入した。
剰余金は保健事業と介護予防の

一体的実施に係る広域連合負担
分の財源(4億円)を含め186億

円を収入として計上した。

審壷支払
手数料
59喧円

令和2年座

13,200円

16,500円(3.500円)

35,300円

86,如0円

78,900円

95,200円

殴課総額

57万円

5,817,000円

101,254円

最終案

と

財卸を投入(2年問実施)

健診事案
37億円

整交付金
交
875円

軽減4位】

4.3%

44,100円

800円

祭費
H01自

わ和3年

(4,60OF])

19,800円(6

(500円)

(800円)

(900円)

Q,000円)

3.103億円

療給付費
分)

2.632円

約217億円
1特別射策合計213憶円+所得割軽誠4 】

財政安定化
苔金畠出

0円

8.72%

-0.08ホ'イント

未取金補墳分
但円

に

、く別対

策3項目と所得割額軽減策に一般財源
を投入することとした。
・剰余金180億円を収入として計上す

ることとした。

客査支払
手数料
b 億円

令和3年度"和2年

13,200円(4,600円)

16,400円(3,400剛 19,700円(6.7伽円

35,100円(300円)

85,800円(200円)

78,400円(400円)

94,600円(400円)

賦髞総額 3,6飾億円

62万円

6,554,000円

101,053円

交付鋼整分
873円

4.0%

葬祭費
柁但円

客査支払
料

側億円

療給付費
(保盛料割分)

2.79円

億円

は

財政安定化
甚金拠出

0円

朱収
63億円

62万円

6,536,000円

化 出

特別対策3項目と所得割額軽減

策に般財源を投入した。
剰余金150億円を収入として計上

斗・'29

分

比。

健診事亀
」5円

調整交
交付調整分
880円

祭賓
柁億円

療給付費
(保^巻分)

2.7即円

合

鷲

"
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1



保険料の賦課限度額及び軽、

保険料の賦課限度額引き上げ

保険料の賦課限度額62万円から64万円への引き上げが図られた。

賦課限度額の見直しにより、被保険者の総所得金額の合計額が

増加し、その結果、中間所得の保険料負担が軽・される。

保検料

傾きの和により、中所

保険料負担がされる

(対:約67.6万人)

措置の見し

保険料の軽減対象拡充

1.1^

の

低所得者の均等割保険料の対

図られた。

軽減措の見直しにより保険料が

ノ声一ー
ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

ノ

均割

①均等額2 軽の拡大 減対数となる所得基準額を引き上げる。●●■

(新規対象者3.8千人増)

(現行)基準額 33万円+51万円X被保険者数【年金収入 219万円以下】

(改正後)基準額 33万円+52万円X被保険者数【年金収入 220万円以下】

②均等額5 軽減の拡大・ 土減対象となる所得基準額を引き上げる。..

(新規対象者2.8千人増)

(現行) 準額 33万円+28万円X被保険者数【年金収入196万円以下】

(改正後)基準額 33万円+28.5万円X被保険者数【年金収入196.5万円以下】

限度

餌万円

^^^^^^^^^^^

額対魚:約4.坊人

し後

令和2年1月

現行限度額

62万円

割額

区二

東京都後期高齢者医療広連合

限到達所得

価6万円

(2割及び5割減)の拡充が

される被保険者が増加する。

斡血A

限度頗到達所

槻'4万円

^
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